
医療費控除の明細書の添付が必要です 

 

領収書が提出不要となりました 
 

 

 

＊医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があります。 

＊医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると，明細記入の省略が可能です。 

 

医療費控除の明細書記載例（国税庁ＨＰより抜粋） 

 

医療費控除の特例（スイッチＯＴＣ薬控除） 

セルフメディケーション（自主的な服薬）推進のため医薬品の年間購入額が 1万 2千円を越えた

場合に，医療費控除が受けられるようになります。 

 

要件 ①健康の維持増進，疾病の予防のため，「一定の取組」を行

っていること。「一定の取組」とは予防接種，定期健康診

断，がん健診などを受けていること。予防接種の領収書

や健診の結果通知（コピー可）の提出が必要です。 

 

   ②スイッチＯＴＣ薬の年間購入額の１万２千円を超える

額を所得から控除できる。 

 

③従来の医療費控除とスイッチＯＴＣ薬控除の併用はでき

ません。 

 

＊スイッチＯＴＣ薬とは医療用から一般用に切り替えられた市販

薬のことです。 

ただし！ 

医療費控除が変わります！ 

問い合わせ先 

江田島市 税務課 

ＴＥＬ：０８２３－４３－１６３６ 

領収書に控除の対象であることが 

記載されています 


